
●品川区議会委員会条例の一部を改正する条例（案） 新旧対照表 

改正後 改正前 

 

（常任委員の所属ならびに常任委員会の名称、委員の定数および

所管事項） 

第２条 議員は、それぞれいずれかの常任委員となるものとする。 

２ 常任委員会の名称、委員の定数および所管事項は、次のとおり

とする。 

(１) 総務委員会 ８人 

ア 企画経営部の所管事項 

イ 区長室の所管事項 

ウ 会計管理室の所管事項 

エ 選挙管理委員会の所管事項 

オ 監査委員の所管事項 

カ 他の常任委員会の所管に属しない事項 

(２) 区民委員会 ８人 

ア 地域振興部の所管事項 

イ 文化観光スポーツ振興部の所管事項 

(３) 厚生委員会 ８人 

ア 福祉部の所管事項 

イ 健康推進部の所管事項 

ウ 保健所の所管事項 

(４) 建設委員会 ８人 

ア 都市環境部の所管事項 

イ 防災まちづくり部の所管事項 

(５) 文教委員会 ８人 

ア 教育委員会の所管事項 

 

（常任委員の所属ならびに常任委員会の名称、委員の定数および

所管事項） 

第２条 議員は、それぞれいずれかの常任委員となるものとする。 

２ 常任委員会の名称、委員の定数および所管事項は、次のとおり

とする。 

(１) 総務委員会 ８人 

ア 企画部の所管事項 

イ 総務部の所管事項 

ウ 会計管理室の所管事項 

エ 選挙管理委員会の所管事項 

オ 監査委員の所管事項 

カ 他の常任委員会の所管に属しない事項 

(２) 区民委員会 ８人 

ア 地域振興部の所管事項 

イ 文化スポーツ振興部の所管事項 

(３) 厚生委員会 ８人 

ア 福祉部の所管事項 

イ 健康推進部の所管事項 

ウ 保健所の所管事項 

(４) 建設委員会 ８人 

ア 都市環境部の所管事項 

イ 防災まちづくり部の所管事項 

(５) 文教委員会 ８人 

ア 教育委員会の所管事項 
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改正後 改正前 

イ 子ども未来部の所管事項 

 

 

   付 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

イ 子ども未来部の所管事項 

 


